
１　職員の任免及び職員に関する状況
（特別職、再任用職員(短時間)、臨時・非常勤職員を除く。）

（１）職員の採用・退職の状況

（２）職位別任用状況（平成３０年４月１日現在）

(注)　職員数は定員管理調査における一般行政関係職員を示す。　

（３）部門別職員数の状況

※１　職員数は一般職に属する職員数である。
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△ 1  業務効率化による減5

普
通
会
計
部
門
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門

議　　会 6 6

税　　務

総　　務 101 103

衛　　生

計 １３６ ８５ ２２１

（各年４月１日現在）
　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主な増減理由
平成３０年

 課長補佐相当職 ２９ １５ ４４
 係長相当職 ５８ ５７ １１５

 部長相当職 １４ ０ １４
 課長相当職 ３５ １３ ４８

増　減　数 △ ２０ △ １２ △ ８

級（職名） 男　性 女　性 計

採用者数（H29.4.2 ～ H30.4.1） ２０ １３ ７
平成３０年４月１日現在職員数 ４４０ ４１９ ２１

平成２９年４月１日現在職員数 ４６０ ４３１ ２９
退職者数（H29.4.1 ～ H30.3.31） ３９ ２５ １４

平成３０年度　田村市人事行政の運営等の状況

  田村市職員の給与、職員数及び勤務条件などの人事行政の運営等の状況についてお知らせ
します。

区　　分 人　数
一般職員 再任用職員
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（４）年齢別職員構成の状況（平成３０年４月１日現在）

２　職員の給与の状況

（１）総括

ア　人件費の状況（普通会計決算）

イ　職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、各年４月１日現在の人数である。

ウ　 ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
２  類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

２７年度 437 5,380

２８年度 431 1,565,672 236,948 598,172 2,400,792 5,570

591,958 2,351,143

千円人 千円 千円　　　　　千円 千円

1,537,300 221,885

区　分 職員数 A
給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　B 給与費 B/A

２８年度 38,094 26,377,142  914,435  3,566,645  13.5

２７年度 38,130 25,965,914  1,146,539  3,710,901  14.3

Ｂ Ｂ／Ａ

人　 千円 千円 千円 ％

4.8 100.0

区　分
住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率

（各年度末） Ａ

6.8 14.8 11.4 6.8 9.5 15.2

％ ％ ％ ％ ％

1.1 5.0 8.6 8.6 7.3

440

構成比
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

65 50 30 42 67 215 22 38 38 32 30

人 人 人 人 人 人

以上

職員数
人 人 人 人 人 人 人

39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳

～ ～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳

60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳

２９年度 37,460 26,395,714  1,674,164  3,479,141  13.2

5,529２９年度 423 1,512,751 226,274 599,782 2,338,807

(H24.4.1)

103.1 

(H24.4.1)

105.0 

(H24.4.1)

106.9 

(H28.4.1)

96.3 

(H28.4.1)

97.7 

(H28.4.1)

99.1 
(H29.4.1)

96.8 

(H29.4.1)

97.6 

(H29.4.1)

99.1 

90.0

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

102.0

104.0

106.0

108.0

田村市 類似団体平均 全国市平均
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（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況

ア  職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３０年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

(A) (B)

　 「平均給料月額」とは、平成３０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

 　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等 のすべて

の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。　

　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当

が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致している

ものではない。

イ  職員の初任給の状況（平成３０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

ウ  職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３０年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

(注）「－」は在職職員がいない、又は３人以下であることを示す。

中　学　卒 － － － －

技能労務職 高　校　卒 － －－ －

高　校　卒 230,700 281,100 323,600 346,000

１５年未満 ２０年未満 ２５年未満 ３０年未満

一般行政職 大　学　卒 268,200 320,800 358,600 381,800

中　学　卒 136,000 144,500 －

区　　　　分
経験年数１０年以上 経験年数１５年以上 経験年数２０年以上 経験年数２５年以上

高　校　卒 150,400 154,900 147,100
技能労務職 高　校　卒 152,900 152,900 －

３

区　　　　　分 田　村　市 福　島　県 国

一般行政職 大　学　卒 183,400 190,100 179,200

－ － － －

（注）１

２

－ － － －

類似団体 51.2歳 15人 306,698円 330,092円 319,159円

－ － － －

国 50.7歳 2,553人 286,817円 － 328,637円

－ － － －

福島県 55.7歳 222人 336,100円 373,380円 350,562円

用務員 55.6歳 207,200円 1.13

うち調理士 － － － － －

－ － － －

うち用務員 59.5歳 6人 229,500円 233,267円 231,706円

－ － － －

うち自動車運転手 － － － － －

平均年齢
平均給与月額

A/B
(国比較ベース)

田村市 57.6歳 9人 252,900円 266,000円 261,421円

区　　分

公務員 民間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 平均給与月額 対応する民間

の類似業種

国 43.5 329,845 - 410,940

類似団体 42.3 315,422 365,207 340,148

田村市 42.7 306,700 349,273 332,531

福島県 42.8 329,300 411,529 360,621

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

(国比較ベース)
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（３）一般行政職の級別職員数等の状況

ア  一般行政職の級別職員数の状況（平成３０年４月１日現在）

（注）１　田村市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

イ  昇給期間短縮の状況

該当なし

（４）　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（２８年度支給割合） （２８年度支給割合） （２８年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（２９年度支給割合） （２９年度支給割合） （２９年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

役職加算　５～１５％ 役職加算、管理職加算　　５～２５％ 役職加算、管理職加算　　５～２５％

月分 1.80 月分

月分

2.55 月分 1.80 月分 2.55 月分 1.80 月分 2.60

月分 1.70 月分 2.60 月分 1.70

1,436 千円 1,769 千円

2.55 月分 1.70 月分 2.55

1,426 千円 1,734 千円

１人当たり平均支給額（２９年度） １人当たり平均支給額（２９年度） －

田　　　　　村　　　　　市 福　　　　　島　　　　　県 国

１人当たり平均支給額（２８年度） １人当たり平均支給額（２８年度） －

１級 主事
人 ％ 人 ％

70 22.2 67 21.6

２級 副主査
人 ％ 人 ％

19 6.0 29 9.4

３級 主査
人 ％ 人 ％

126 40.0 114 36.8

４級 主幹、課長補佐、主任主査
人 ％ 人 ％

50 15.9 53 17.1

５級 課長、主幹
人 ％ 人 ％

25 7.9 23 7.4

６級 行政局長、課長
人 ％ 人 ％

13 4.1 15 4.8

７級 部長
人 ％ 人 ％

12 3.8 9 2.9

区　分 標準的な職務内容
２９年４月１日現在 ３０年４月１日現在

職員数 構成比 職員数 構成比

１級

21.6%

１級

22.2%
１級

14.9%

２級

9.4%
２級

6.0%
２級

12.8%

３級

36.8%

３級

40.0%
３級

38.4%

４級

17.1%

４級

15.9% ４級

14.3%

５級

7.4%

５級

7.9%

５級

11.9%

６級

4.8%
６級

4.1%
６級

4.2%

７級

2.9%

７級

3.8%

７級

3.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成３０年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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イ　退職手当（平成３０年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 （支給率）　 自己都合

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　制度なし　） （退職時特別昇給　　制度なし　）

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、各年度に退職した職員に支給された平均額である。
　　　２　退職手当の支給率は福島県市町村総合事務組合「市町村職員の退職手当に関する条例」で定められている。

ウ  地域手当・特殊勤務手当
該当なし

エ  時間外勤務手当

（注）　正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給する。

　　　　※　平均支給年額＝普通会計決算額÷普通会計職員数

オ  その他の手当（平成２９年度決算）

２８年度実績

49,993 千円

116 千円

　勤続２５年以上の定年前勧奨退職者の退職年齢に応じ退職日 　勤続２５年以上の定年前勧奨退職者の退職年齢に応じ退職日

の給料月額に２～２０％を加算

寒冷地手当

基準日（毎年11月から翌年3月までの
各月の初日）における職員の世帯等の
区分に応じた定額
・世帯主で扶養親族　有　17,800円
・世帯主で扶養親族　無　10,200円
・そ　の　他　　　　　　 7,360円

同じ

千円 千円

22,571 60

管理職手当

部長及び相当職　　　 　60,000 円
課長　　　　　　　     45,000 円
困難な業務を行う主幹   38,000 円
主幹                   30,000 円
主幹　　　　　　　　　 20,000 円
診療所長・歯科診療所長
　　　　　　　　　    120,000 円

異なる

　
その勤務箇所・給
料表・職務の級に
応じて支給

千円 千円

41,796 565

通勤手当

交通機関利用者
　61,000円を限度として支給
交通用具利用者
　通勤距離に応じ
　2,000円～50,400円の間で支給

異なる
使用距離区分 千円 千円

26,638 84

住居手当

自ら居住するための住宅を借り受け現
に当該住宅に居住し、下記の月額を超
える家賃を払っている職員に支給
＊家賃20,500円以下
　　20,500円以下－9,500円
＊家賃20,500円を超え52,500円未満
（家賃－20,500円）×1/2＋11,000円
＊家賃52,500円以上
　52,500円以上－27,000円
　　　　　　　　　（27,000円限度）

異なる

家賃金額区分が異
なる

千円 千円

13,728 327

普通会計 （２９年度決算）

扶養手当

配偶者　　　　　　　　　 　6,500円
22歳に達する日以後の最初の3月31日ま
での間にある孫　　　　　　 　6,500円
60歳以上の父母及び祖父母　 6,500円
22歳に達する日以後の最初の3月31日ま
での間にある弟妹　　　　　　 6,500円
重度心身障害者　　　　　　 6,500円
22歳に達する日以後の最初の3月31日ま
での間にある子        10,000円
※満16歳の年度始めから満22歳の年度末
までの子の場合5,000円加算

同じ

千円 千円

39,345 237

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （２９年度決算） 平均支給年額

57,599 千円

職員１人当たり平均支給年額 106 千円 136 千円

２７年度実績 ２９年度実績

支 給 実 績 46,425 千円

１人当たり平均支給額(２９年度) 6,928千円 21,468千円 １人当たり平均支給額(２９年度) 3,707千円 23,456千円

の給料月額に２～２０％を加算

１人当たり平均支給額(２８年度) 9,751千円 21,423千円 １人当たり平均支給額(２８年度) 5,337千円 23,548千円

最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分

勤続 ３５年 39.7575月分 47.709月分 勤続 ３５年 39.7575月分 47.709月分

勤続 ２５年 28.0395月分 33.27075月分 勤続 ２５年 28.0395月分 33.27075月分

勤続 ２０年 19.6695月分 24.586875月分 勤続 ２０年 19.6695月分 24.586875月分

田　　　　　　　　　村　　　　　　　　　市 福　　　　　　　　　　島　　　　　　　　　県

勧奨・定年 勧奨・定年
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（５）　特別職の報酬等の状況（平成３０年４月１日現在）

円 （ 円

円

円

円

円

円

月分

月分

　　（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

(注）　 1　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。 

２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期勤めた場合における  

退職手当の見込額である。           

（６）　公営企業職員の状況

　水道事業

  　① 職員給与費の状況

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、各年４月１日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成３０年４月１日現在）

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成３０年４月１日現在における職員の基本給の平均である。

      ２　「平均月収額」には、期末・勤勉手当を含む。　　　 

２９年度

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 平均給料月額 平均月収額

田 村 市 43.60 326,800 524,402

11 43,579 7,624 18,018 69,221

千円

5,862

6,293

２８年度 11 44,540 2,749 17,193 64,482

人 千円 千円 千円 千円

一人当たり

　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当　　計　Ｂ 給与費 B/A

２９年度 1,262,331 20,186 69,221 5.5

区　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円　 千円　 千円　 ％

２８年度 1,216,878 22,979 64,482 5.3

実質収支 職員給与費比率

Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ

備　　　　考

区　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める

 給料月額×在職月数×20/100

期
末
手
当

16,289,280 円 退職した日から１月以内

副 市 長  給料月額×在職月数×29/100 10,133,760 円 退職した日から１月以内

4,824,000 円 退職した日から１月以内

教 育 長

３.２０

議 員

退
職
手
当

市 長  給料月額×在職月数×48/100

教 育 長

議 長 　　（２９年度支給割合）

副 議 長

副 議 長 406,000

市 長 　　（２９年度支給割合）

副 市 長 ３.２０

議 員 385,000

教 育 長 670,000

報

酬

議 長 463,000

区 分 給 料 月 額 等

市 長 707,000 920,000 ）

副 市 長 728,000
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③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（２８年度支給割合） （２８年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（２９年度支給割合） （２９年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

役職加算 ５～１５％ 役職加算 ５～１５％

イ　退職手当（平成３０年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 （支給率） 自己都合

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　制度なし　） （退職時特別昇給　　制度なし　）

千円 千円

千円 千円

（注）平成２８・２９年度ともに退職した職員はいない。

ウ　時間外勤務手当

エ　その他の手当

寒冷地手当 851 千円 77 千円

千円

管理職手当 540 千円 540 千円

住 居 手 当

田村市一般職に準ずる

806 千円 269 千円

通 勤 手 当 535 千円 67

扶 養 手 当 2,106 千円 263 千円

手　当　名 内容及び支給単価 （２９年度決算） 平均支給年額

（２９年度決算）

職員１人当たり平均支給年額 144 千円 139 千円

支給実績 支給職員１人当たり

２８年度実績 ２９年度実績

支 給 実 績 1,442 千円 1,395 千円

１人当たり平均支給額(２９年度) － － １人当たり平均支給額(２９年度) 6,928千円 21,468千円

　勤続２５年以上の定年前勧奨退職者の退職年齢に応じ退職日 　勤続２５年以上の定年前勧奨退職者の退職年齢に応じ退職日

の給料月額に２～２０％を加算 の給料月額に２～２０％を加算

１人当たり平均支給額(２８年度) － － １人当たり平均支給額(２８年度) 9,751千円 21,423千円

最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分

勤続 ３５年 39.7575月分 47.709月分 勤続 ３５年 39.7575月分 47.709月分

勤続 ２５年 28.0395月分 33.2708月分 勤続 ２５年 28.0395月分 33.2708月分

田　　　　　　　　　村　　　　　　　　　市 田村市（普通会計）

勧奨・定年 勧奨・定年

勤続 ２０年 19.6695月分 24.58688月分 勤続 ２０年 19.6695月分 24.58688月分

1.70 月分

2.55 月分 1.80 月分 2.55 月分 1.80 月分

2.55 月分 1.70 月分 2.55 月分

１人当たり平均支給額（２９年度） １人当たり平均支給額（２９年度）

1,638 千円 1,436 千円

田　　　村　　　市 田村市（普通会計）

１人当たり平均支給額（２８年度） １人当たり平均支給額（２８年度）

1,563 千円 1,426 千円
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３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間の状況（平成３０年４月１日現在）

※

（２）年次休暇の状況（平成２９年１月１日～平成２９年１２月３１日）

（注） 「勤務条件等に関する調査」に基づき作成。

（３）病気休暇及び特別休暇の状況

　　

1 産前産後休暇

2 配偶者の出産休暇

3 育児休暇（保育時間の場合）

4 育児参加休暇（子の看護）

5 生理休暇

7 ボランティア休暇

8 結婚休暇

9 父母の祭日

10 骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供の休暇

11 選挙権等の権利行使のための休暇

12 証人等として官公署へ出頭するための休暇

14 風水震火災等による交通の遮断を事由とする休暇

15 風水震火災等による職員の住居の滅失等を事由とする休暇

16 交通機関の事故等を事由とする休暇

18 夏季休暇

19 介護休暇

17  風水震火災等による職員の通勤途上における身体の危険
の回避を事由とする休暇

必要と認められる期間

５日以内(７月から９月までの間)

年５日(要介護者が２人以上の場合は10日)以内

13 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律の規定による交通の制限又は遮断を事由とする休暇

必要と認められる期間

必要と認められる期間

１週間の範囲内で必要と認められる期間

必要と認められる期間

年５日以内

連続する５日以内

その都度１日以内

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

１日２回各４５分以内

年７日(子が２人以上の場合は10日)以内

その都度２日以内

6 忌引休暇
配偶者１０日以内、血族父母７日以内、血族祖父
母３日以内

　年次有給休暇は、１年ごとに２０日（中途採用者は別に規則で定める日）付与されており、２０日を超えない範囲内

の残日数は、翌年に繰り越すことができることになっている。

　病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ない
場合に認められる有給休暇です。
　特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別の事由により職員が勤務し
ないことが相当である場合として規則で定められている有給休暇です。
　平成３０年４月現在で定められている特別休暇は、次のとおりです。

種　　　　　　　　類 付　与　日　数

産前８週間以内・産後８週間以内

２日以内

Ａ Ｂ Ｃ Ｂ／Ｃ Ｂ／Ａ
17,173 5,210 461 11.3 30.3%

　本庁の窓口業務については、勤務時間の割り振りの変更により、木曜日は午後６時３０分まで、日曜日は午前

８時３０分から午後５時１５分まで、上表とは異なる勤務形態をとっている。（祝日は除く。）

　また、文化センター、図書館、船引総合福祉センターでは土・日開館、保育所及びこども園では延長保育の実

施、都路診療所や老人憩いの家針湯荘等では上表とは異なる勤務形態をとっている。

総付与日数 総使用日数 対象職員数 平均取得日数 取 得 率

１週間の勤務時間 開 始 時 刻 終 了 時 刻 休 憩 時 間 週　休　日

３８時間４５分 午前８時３０分 午後５時１５分
午後０時から
午後１時まで

土曜日
日曜日
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（４）育児休業等の利用状況

　
　

　　

（５）介護休暇等の取得状況

４　職員の分限及び懲戒処分の状況

５　職員の服務の状況

（１）職員の守るべき義務の概要

争議行為の禁止
職員はストライキ等をしてはならない。 ０人

（地公法第37条）

営利企業等への従事制限
（地公法第38条）

職員は、許可を受けなければ、営利を目的とする会社その他の団体
の役員等を兼ね、若しくは自ら私企業を営み、又は報酬を得ていかな
る事業若しくは事務にも従事してはならない。

０人

職務に専念する義務 職員は、勤務時間中、職務に注意力のすべてを用い、職務にの
み専念しなければならない。

０人
（地公法第35条）
政治的行為の制限

職員は、政治活動等に関与してはならない。 ０人
（地公法第36条）

信用失墜行為の禁止 職員は、職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行
為をしてはならない。

０人
（地公法第33条）
秘密を守る義務 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も同様とする。
０人

（地公法第34条）

０人

　地方公務員法第３０条では、すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職
務遂行にあたっては全力でこれに専念しなければならないこととされています。この服務の基本原則

を忠実に実行するため、次のように職員には様々な義務や制限が課せられています。

区　　　　分 内　　　　　　　　　容 違反者数

命令に従う義務 職員は、法令に従い、かつ、上司の命令に従わなければならな
い。

０人
（地公法第32条）

４人

懲戒処分

免　職 ０人 　職員の義務違反に対する道義的責任を問い、秩序維持を図ることを目的に
した制裁的な処分で、地方公務員法又は条例、規則、規程に違反した場合、
職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合、全体の奉仕者にふさわしく
ない非行があった場合等の際に、職員に対し行われる不利益処分です。

停　職 ０人
減　給 ０人
戒　告

処分の種類 処分者数 内　　　　　　　　　　　　　　容

分限処分
免　職 ０人 　公務能率の維持向上を目的として行われる不利益処分で、勤務成績が良く

ない場合、心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合、職務に必要な
適格性を欠く場合等の際に、職員に対して行われる処分です。

降　任 ０人
休　職

女　性　職　員 ０人 ０人 ０人
計 ０人 ０人 ０人

　介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病又は老齢のため、当
該配偶者等を介護することが相当である場合に６月の期間内で認められる休暇で、勤務しな
い時間は無給となります。
　平成２９年度の取得状況は、次のとおりです。

介護休業取得者数 部分休業取得者数 計
男　性　職　員 ０人 ０人 ０人

女　性　職　員 １４人 ４人 １８人
計 １４人 ４人 １８人

育児休業取得者数 部分休業取得者数 計
男　性　職　員 ０人 ０人 ０人

　育児休業及び部分休業は、いずれも職員が３歳に満たない子を養育するため、当該子が３
歳に達する日まで取得することができるものであり、このうち部分休業は、勤務時間の始め
又は終わりに１日を通じて２時間を超えない範囲内で取得できるものです。
　なお、育児休業の場合は休業中、部分休業の場合は勤務しない時間が無給となります。
　平成２９年度の取得状況は、次のとおりです。
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（２）職務専念義務の免除の状況

　　

　

６　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

　平成２９年度の職員研修の実施状況は、次のとおりです。

　職員の人事評価の状況

７　公平委員会の状況

（１）公平委員会の事務の委託

　
　
　　

（２）公平委員会の権限

公平委員会の権限は地方公務員法第８条第２項に定められています。
主な内容は次のとおりです。

ア
　　

該当なし

イ

該当なし

ウ
該当なし

　職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措

置を執ること。

　職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。

　人事行政に関すること。

講師招聘研修 公務員倫理、地域づくり、原発廃炉の取り組み ほか ７３７人 

　人事評価制度は、職員が自己の目標を設定する仕組みや評価基準を明確化することにより、業績
や意識・姿勢、能力等の評価を通して職員の意欲・能力を向上させ、組織の目標・計画の確実な実現
を図ることを目的としています。
　本市では、平成２４年度から導入を進め、翌平成２５年度に本格導入をした後、毎年、管理監督職を
対象とした評価者訓練を実施するとともに、制度の定着、向上に努めています。
　平成２７年度からは人事評価結果の処遇への反映（賞与）を段階的に進めており、今後においても
人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎としての活用に努めます。

　地方公務員法第７条第３項の規定により、市は公平委員会を置くこととされています。た

だし、同法第７条第４項の規定では、他の地方公共団体の人事委員会に委託してその事務を

処理させることができることから、田村市では、公平委員会の事務を福島県人事委員会に委

託しています。

　なお、毎年７月末までに前年度の業務の状況の報告を県人事委員会から受けることとして

います。

部門・分野別研修 民間研修施設等 ４１人 

先進地視察随行 先進自治体等 ６人 

市町村アカデミー（千葉県） 制度運用研修 ７人 

東北自治研修所（宮城県） 管理者研修、中堅職員研修 ３人 

自治大学校（東京都） 第２部課程、第３部課程、事後研修会 ほか ５人 

　職務に専念する義務の特例に関する条例等により、厚生に関する計画の実施に参加する場
合等に、任命権者の承認を得て職務専念義務が免除されることがあります。
　平成２９年度には、研修の受講、厚生事業の一環としての人間ドック、健康診断（再検査
含む）の受診、消防団員の消防活動等が承認されました。

研　　　　修　　　　先 研　　　修　　　名 人　数 備　　考

ふくしま自治研修センター 新規採用職員研修ほか １０４人 
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８　職員の福祉

（１）職員の福利厚生の実施状況

　

ア 　市が行う福利厚生

　生活習慣病の定期健診やストレスチェックを実施しています。

イ 　職員互助会「田村市職員互助会」の給付事業（会費で運営）

　　

（２）公務災害等の状況

　
　　

　地方公共団体は、地方公務員法により、職員の福利厚生の計画を樹立し、実施することが

義務づけられております。

　人間ドック助成、冠婚葬祭・傷病・出産の共済金支給、永年勤続・退職の記念品贈呈、福利厚生
事業等に対する助成を行っています。

　常勤職員が、公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた
災害を補償し、及び必要な福祉事業を行い、もって職員及びその遺族の生活の安定と福祉の
向上に寄与することを目的とする制度です。
　平成２９年度の発生件数は、公務災害１件でした。
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